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Ⅰ．防災関連条例

１．早川町防災会議条例（昭和37年９月27日条例第69号）

（趣旨）

第１条　この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第５項の規定に基づき、早川町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条　防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

　(1) 早川町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

　(2) 早川町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

　(3) 前２号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

（会長及び委員）

第３条　防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

２　会長は町長をもってあてる。

３　会長は、会務を総理する。

４　会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

５　委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。

　(1) 早川町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者。

　(2) 早川町の区域を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員。

　(3) 早川町長がその部内の職員のうちから指名する者。

　(4) 早川町の教育委員会の委員長。

　(5) 早川町の消防団長。

　(6) 早川町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから早川町長が任命する者。

６　前項第１号、第２号、第３号及び第６号の委員の定数は、それぞれ１人、１人、７人及び２人とする。

７　第５項第(6)号の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

８　前項の委員は、再任されることができる。

（専門委員）

第４条　防災会議に、専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

２　専門委員は、関係地方行政機関の職員・早川町の職員・関係公共機関の職員・関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

３　専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（部会）

第５条　防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

　２　部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

　３　部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

　４　部会長は、部会の事務を掌理する。

　５　部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

（委任）

第６条　この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に図って定める。

附則

この条例は、昭和37年10月１日から施行する。

(１)早川町防災会議運営要領（昭和44年４月１日）

（趣旨）

第１条　この要領は、早川町防災会議条例（昭和37年早川町条例第69号）第６条の規定に基づき、早川町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（会長の職務代理）

第２条　会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第３条　防災会議の会議は必要に応じて開くものとする。

２　防災会議の会議は会長が招集する。

３　議長には、会長があたる。

（議決）

第４条　防災会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

（委任）

第５条　防災会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。

２　会長は委任を受けた事務を処理したときは、次の防災会議に報告しなければならない。

（幹事会）

第６条　防災会議に幹事会をおく。

２　幹事会は、幹事をもって構成する。

３　幹事会は、事務局長が招集する。

（事務局）

第７条　防災会議の事務を処理するため、事務局を早川町役場総務課におく。

２　事務局に局長及び局員をおく。

３　局長は総務課長をもってあてる。

４　局員は早川町役場職員のうちから会長が任命する。

（会議録）

第８条　事務局長は、次に掲げる事項について、会議録を作成する。

　一　会議の日時及び場所

　　二　出席者の氏名

　　三　会議に付した案件

　　四　会議の経過

　　五　議決事項

　　六　その他参考事項

(２)早川町防災会議運営要領第５条の規定により会長に委任する事務について

災害対策基本法、同施行令及び早川町防災会議条例に基づく早川町防災会議の所掌事務のうち、次の事務については早川町防災会議運営要領第５条の規定により会長に委任する。

１　早川町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

　２　関係地方行政機関の長その他の執行機関及び関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(２)早川町防災会議委員名簿
	役職
	所属又は名称
	職　名
	所　　在　　地
	電話番号

	会長
	早川町
	町　長
	早川町高住758
	0556-45-2511

	委員
	国土交通省関東地方整備局

富士川砂防事務所
	所　長
	甲府市富士見2-12-16
	055-252-7156

	委員
	峡南地域県民センター
	所　長
	富士川町鰍沢771-2
	0556-22-8165

	委員
	南部警察署
	署　長
	南部町南部9335-1
	0556-64-0110

	委員
	早川町教育委員会
	教育長
	早川町保509
	0556-45-2547

	委員
	峡南広域行政組合消防本部
	消防長
	市川三郷町下大鳥居27
	055-272-7612

	委員
	早川町総務課
	課　長
	早川町高住758
	0556-45-2511

	委員
	早川町振興課
	課　長
	早川町高住758
	0556-45-2511

	委員
	早川町福祉保健課
	課　長
	早川町高住758
	0556-45-2363

	委員
	東日本電信電話株式会社
山梨支店設備部災害対策室
	室　長
	甲府市朝気3-21-15
	055-237-0554

	委員
	東京電力株式会社山梨支店
甲府支社総務課
	課　長
	甲府市住吉5-15-1
	055-270-4317

	委員
	早川郵便局
	局　長
	早川町保62
	0556-45-2301

	委員
	早川町議会
	議　長
	早川町高住758
	0556-45-2511

	委員
	早川町消防団
	団　長
	早川町高住758
	0556-45-2511

	委員
	早川町商工会
	会　長
	早川町保509
	0556-45-2302


　
２．早川町災害対策本部条例（昭和37年９月29日条例第70号）

（趣旨）

第１条　この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第６項の規定に基づき、早川町災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条　災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

２　災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

３　災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

（部）

第３条　災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

２　部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

３　部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

４　部長は、部の事務を掌理する。

（雑則）

第４条　この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

　附則

この条例は、昭和37年10月10日から施行する。

(１)早川町災害対策本部活動要領（昭和44年４月１日）

（趣旨）

第１条　この要領は、早川町災害対策本部条例（昭和37年早川町条例第70号）第４条の規定に基づき、早川町災害対策本部（以下「本部」という。）の活動等に関する事項を定めるものとする。

（活動の開始及び終了の時期）

第２条　本部長は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあると認めるときは、本部の活動を開始するものとする。

２　本部は、災害の危険が解消したと認められる場合、又は災害に対する応急措置がおおむね完了したと認められるときに活動を終了する。

（副本部長）

第３条　副本部長は、収入役又は職務代理者をもってあてる。収入役又は職務代理者が欠けたときは総務課長とする。

（本部員）

第４条　本部員は、収入役、各課の課長、教育長をもってあてる。

（部・班及びその分掌事務）

第５条　本部に、部及び班を置き、その名称及びに分掌事務は、次のとおりとし、部長及び班長は分掌に定める者をもってあてる。

	部
	担当課
	分掌事務

	総務部

部長：総務課長

副部長：議会事務局長

	総務課
	①災害対策本部の運営、各部の総合調整に関すること

②防災会議、防災関係機関・消防団（水防団）等への連絡等に関すること

③水防団及び水防活動に関すること

④職員の動員及び職員の派遣に関すること

⑤避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令及び警戒区域の設定に関すること

⑥防災行政無線等の受信及び伝達に関すること

⑦防災行政無線又は広報車による災害広報に関すること

⑧自衛隊の災害派遣要請に関すること

⑨国・県、他市町村、関係機関・団体への協力並びに応援要請に関すること

⑩被害状況の収集、集計報告及び記録に関すること（総括的なもの）

⑪報道機関等との連絡調整に関すること

⑫災害対策の予算及び資金に関すること

⑬所管施設の災害対策並び被害調査に関すること

⑭町有車両の配車並びに民間車両の確保に関すること

⑮自主防災組織（各集落）との連絡調整に関すること

⑯その他、他の部に属さない事項

	
	議会事務局

	①災害対策本部と議会との連絡調整に関すること

②災害に対する議会活動に関すること

	福祉・保健部

部長：福祉保健課長

副部長：福祉センター所長

	福祉保健課

	①被災者の救助及び捜索に関すること

②医療救護所の設置及び医療助産活動に関すること

③医療機関及び日本赤十字社との連絡調整に関すること

④災害時要援護者の安否確認、支援対策に関すること

⑤避難所の設置、運営に関すること

⑥被災者の実態調査及び被害状況の調査集計に関すること

⑦所管施設の災害対策並び被害調査に関すること

⑧生活必需品及び非常用食糧の確保に関すること

⑨炊き出しに関すること

⑩医薬品・医療用資機材の調達に関すること

⑪災害時の防疫対策及び感染症予防対策に関すること

⑫被災者及び避難所の保健対策及び災害相談に関すること

⑬福祉センターの運営及び介護等に関すること

⑭災害による遺体の処理に関すること

⑮応急仮設住宅の建設及び被災住宅の応急修理に関すること

⑯応急仮設住宅の入居者の受付に関すること

⑰災害救助法の適用申請・事務に関すること

⑱災害活動に協力する各種団体、ボランティアの連絡調整に関すること

⑲見舞い金品等の受領・保管・配分及び記録に関すること

⑳被災証明に関すること

	環境・衛生部

部長：町民課長

副部長：保育所長

	町民課
保育所
	①災害時の飲料水の確保に関すること

②簡易水道施設の災害対策と被害調査に関すること

③災害時のし尿、ゴミ処理対策に関すること

④所管施設の災害対策並び被害調査に関すること

⑤園児の安全確保及び保育所の運用に関すること

⑥被災納税者の調査に関すること

⑦災害による町税等の減免、猶予等に関すること

⑧災害による遺体の埋葬に関すること

	建設・振興部

部長：振興課長


	振興課

	①水位の観測及び危険箇所の警戒・監視に関すること

②公共土木施設の災害対策及び被害調査に関すること

③交通規制及び道路の啓開、障害物の除去に関すること

④災害用資機材の確保及び建設・土木事業者との連絡調整に関すること

⑤建物の応急危険度判定、被災宅地判定に関すること

⑥被災施設の応急復旧工事に復興資材の確保に関すること

⑦農畜産物及び農畜産施設、農地の災害対策及び被害調査に関すること

⑧林産物及び林産施設の災害対策及び被害調査に関すること

⑨商工業の災害対策及び被害調査に関すること

⑩観光施設の災害対策及び被害調査に関すること

⑪所管施設の災害対策並びに被害調査に関すること

⑫観光客等の避難、帰宅支援に関すること

⑬被災農家の災害融資に関すること

⑭被災農家の営農指導に関すること

⑮林業の被害融資に関すること

⑯被災商工業者に対する融資に関すること

	経理部

部長：出納室長
	出納室
	①災害関係経費の支払いに関すること

②義援金の保管に関すること

③初動期における他の部の応援

	教育部

部長：教育長


	教育課
	①児童、生徒の避難に関すること

②所管避難所の設置、運営に関すること

③学校教育施設の災害対策及び被害調査に関すること

④社会教育施設の災害対策及び被害調査に関すること

⑤文化財及び施設の災害対策及び被害調査に関すること
⑥災害時の応急教育に関すること

⑦災害時の学校給食に関すること

	消防部

部長：消防団長

副部長：副団長

	消防団
	①住民への災害情報の伝達に関すること

②消防及び水防に関すること

③避難誘導・救出に関すること

④被害情報の収集及び報告に関すること

⑥遺体及び行方不明者の捜索に関すること

⑦災害の警戒及び防御に関すること

⑧防犯・秩序維持に関すること

⑨その他災害活動に関すること


（部長会議）

第６条　部長会議は、部長をもって構成する。

２　部長会議は、本部長が招集する。

（連絡班長会議）

第７条　本部に各班の連絡調整のため、連絡班長会議を置く。

２　連絡班長会議は、それぞれの部長が１名ずつ指名した班長をもって構成する。

３　連絡班長会議は、事務局長が招集する。

（本部の配備の基準等）

第８条　本部の配備の基準は、別表のとおりとする。

２　各部長は、前項の配備基準により、分掌事務について、あらかじめ配備計画をたて、これを部員に周知徹底するとともに、この編成計画表を本部長に提出するものとする。編成表を修正した場合も同様とする。

（第一配備下の活動）

第９条　第一配備下の活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

　(1) 連絡班長は、本部室に参集し、相互に情報を交換し、情勢に対応する措置を検討する。　　

(2) 各班長は、情勢又は連絡に即応して随時所属職員に対し、必要な指示を行う。

　(3) 配備につく職員の人数は、状況により各部長いおいて増減する。

（第二配備下の活動）

第10条　第二配備下の活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

　(1) 本部員は、本部に参集し、情勢に対応する措置を講ずる。

　(2) 配備につく職員の人数は、状況により各部長において増減する。

（第三配備発令後の活動）

第11条　第三配備が発令された後は、各部長は災害対策活動に全力を集中するものとする。

（非常参集）

第12条　災害対策に関係ある部及び班の職員は、勤務時間外及び休日において災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、以後の状況の推移に注意し、所属の部又は班と連絡をとり、必要ある場合は、所定の場所に参集するものとする。

（連絡員）

第13条　各部は、連絡員１名を第二及び第三配備態勢が発令されたときは、所定の場所に常駐させ、本部との連絡にあたらせるものとする。

（被害報告）

第14条　関係する班長は、早川町地域防災計画の被害状況等報告計画に定めるところにより、被害状況等を報告するものとする。

（事務局）

第15条　本部の事務を処理するため、事務局を総務局に置く。

２　事務局に局長、次長及び局員を置く。

３　局長は総務課長をもってあてる。

４　次長は、総務課庶務係長をもってあてる。

５　局長は、本部長が任命する。

（その他）

第16条　本部長及びその他の職員は、災害活動に従事する場合において、必要があるときは、別に規定のある場合のほかは、腕章を着用し、自動車に標旗を使用するものとする。

別表

配備基準

	区分
	配備基準
	配備内容
	配備を要する所属課及び人員等

	災害警戒配備体制
	第１配備（警戒配備）
	①次の警報が1以上発令されたとき

・大雨警報

・洪水警報

・暴風警報

・大雪警報

②町内又は近隣市町村で震度4の地震を観測したとき

③その他必要により町長が配備を指令したとき
	情報活動をはじめとする応急対策活動を準備する。

（措置内容）

気象情報の受伝達

行政区域内状況の電話による情報収集

町域の巡視及び警戒

県等関係機関との連絡


	総務課・町民課・振興課は各１名配備とする。

上記以外の所属においても、必要な場合は、所属長の判断で配備につくものとする。



	
	第２配備（特別警戒配備）
	①水防警報（出動）が発令され、かつ被害が予測されるとき

②小規模な災害（人災を伴わない）が発生し、避難勧告の発令が必要なとき

③町内又は近隣市町村で震度5弱・５強の地震を観測したとき

④東海地震注意情報が発表されたとき

⑤その他必要により町長が配備を指令したとき
	状態の推移に伴い速やかに災害対策本部に移行できるものとする。

（措置内容）

気象情報、水位情報の受伝達

町内被害状況調査の実施

避難措置の検討及び実施

警察等関係機関との連絡

施設管理者及び自主防災組織との連絡

被害がある場合は応急対策の実施

県及び関係機関への連絡


	第１配備要員に加え、全課室所のリーダーの配備とする。

各所属では、臨機応変に配備人員の増強の措置をとるものとする。



	災害対策本部体制
	第３配備（非常配備）
	①大規模災害が発生し、又は発生が予測されるとき

②震度６弱以上の地震が発生したとき

③東海地震予知情報（警戒宣言）が発表されたとき

④災害対策本部を設置又は本部長が指示したとき


	組織の総力をあげて情報、水防、輸送、医療、避難、救護等の応急対策活動を行う。

（措置内容）

災害対策本部設置

災害応急対策の実施
	全職員の配備


※災害の規模及び特性に応じ、この基準によりがたいと認めたときは、臨機応変の配備体制を整える。

※第１配備前（気象注意報、水防情報（待機）、東海地震観測情報の発表時等）は、総務課において情報連絡体制を整える。

※災害応急対策の実施にあたり、職員が不足し、他の部の応援を必要とするときは、総務部・本部長へ相互応援の調整を要請する。

３．早川町地震災害警戒本部条例（昭和54年９月19日条例第24号）

（趣旨）

第１条　この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号　以下「法」という。）　第18条第４項の規定により、早川町地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条　地震災害警戒本部長（以下「本部長」という。）は警戒本部の事務を総括し、その職員を指揮監督する。

２　警戒本部に、地震災害警戒副本部長（以下「副本部長」という。）地震災害警戒本部員（以下「本部員」という。）その他の職員を置くことができる。

３　副本部長は、本部員のうちから町長が任命する。

４　副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

５　本部員は、次に掲げる者をもってあてる。

　(1) 山梨県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

　(2) 町の教育委員会の教育長

　(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

　(4) 町の区域において業務を行う　法第２条第７号に規定する指定公共機関、又は同条第８号に規定する指定地方公共機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する者

　(5) 町の消防団長

６　本部員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事する。

７　副本部長及び本部員以外の警戒本部の職員（以下「本部職員」という。）は、町の職員のうちから町長が指名する。

８　本部職員は、警戒本部の所掌事務について本部員を補佐する。

（部）

第３条　本部長は、必要と認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。

２　部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

３　部に部長を置き、本部長が指名する本部員がこれにあたる。

４　部長に事故があるときは、部に属する本部員のうちから部長があらかじめ指名する者が　その職務を代理する。

（委任）

第４条　この条例に定めるもののほか、警戒本部の組織等に関し必要な事項は本部長が定める。附則

この条例は、公布の日から施行する。
(１)早川町地震災害警戒本部活動要領

（趣旨）

第１条　この要領は、早川町地震災害警戒本部条例（早川町条例第24号）の規定により、早川町地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）の活動等に関する事項を定めるものとする。

（副本部長）

第２条　副本部長は、収入役又は職務代理者をもってあてる。収入役又は職務代理者が欠けたときは総務課長とする。

（本部員）

第３条　早川町地震災害警戒本部条例（以下「警戒本部条例」という）第２条第５項１号に定める機関は、鰍沢警察署長又はその指名する職員のうちから町長が委嘱する者

２　警戒本部条例第２条第５項第３号に定める職員は、早川町の各課長とする。

３　警戒本部条例第２条第５項第４号に定める機関（東日本電信電話株式会社山梨支店、東京電力株式会社早川制御所）の長、役員又はその指名する職員のうちから町長が任命する者

（部設置）

第４条　警戒本部長は、必要と認めるときは警戒本部に部（班）を置き、その名称及び部（班）長は、警戒本部員を構成する各団体及び機関の事務分掌に定める者をもってあてる。

２　部（班）長会議は、部（班）長をもって構成し本部長が招集する。

（配備）

第５条　警戒本部の配備については、別表配備基準による。

（情報連絡）

第６条　警戒本部に関係する職員は、勤務時間外又は休日等においても警戒宣言の発令等地震情報を常に知り得るよう努めるものとする。

２　警戒本部との連絡体制は警戒本部構成機関の指名する連絡員を設け、所定の場所に常駐させるとともに所属機関との連絡にあたらせるものとする。

（避難状況等の報告）

第７錠　大規模地震対策特別措置法第28条に定める避難状況の報告については、早川町地域防災計画の避難状況報告計画に定めるところにより、報告するものとする。

（事務局）

第８条　警戒本部の事務を処理するため警戒本部に事務局を設置する。

　(1) 事務局に局長、次長及び局員を置く。

　(2) 局長は、主管課長をもってあてる。

　(3) 次長は、主管係長をもってあてる。

　(4) 局員は、本部長が指名する。

（その他）

第９条　警戒本部長及びその他の職員は、地震防災応急活動に従事する場合において必要あるときは、別に規定のあるほか腕章等を着用する。

　　また、自動車を利用する場合は、緊急標識又は標旗を使用するものとする。

別表

警戒本部の配備基準

	区分
	配備基準
	出動者

	第一配備


	東海地震注意情報を覚知したとき
	警戒本部員・本部付職員・早川町消防団正副団長

	第二配備
	警戒宣言が発令されたとき
	早川町職員全員・早川町消防団員


４．災害発生時の初動体制職員取扱要領

（初動体制職員の指定）

第１条　早川町災害対策本部事務局長（総務課長）は、勤務時間外に発生する大災害に対処し、迅速かつ円滑な災害対策本部の運営を行うため、別に定める職員を初動体制職員に指名し、初動体制の整備を図る。

２　初動体制職員は、役場に勤務し、徒歩10分以内で登庁できる地域に在住する職員の中から職名・年齢を考慮して指名する。

（初動体制職員の業務）

第２条　初動体制職員は、別に定める大災害が発生した時は、ただちにあらかじめ指定した災害対策本部に登庁し、あらかじめ指定された業務を行う。

２　初動体制職員は、総務担当・情報収集担当の業務を行う。

　(1) 総務担当職員は、各課に配置し、災害対策本部との連絡調整に当たる。

　(2) 情報収集担当職員は、総務課に配置し、被害情報収集・報告・災害に関する資料の作成等を行う。

３　初動体制職員は、災害対策本部事務局員が業務についたときをもって業務はとかれるものとする。

（その他）

第３条　初動体制職員の服務については、別に定めるところとする。

２　その他、職員の初動体制に関し必要な事項は、事務局長が別途これを定める。

　附則

この要領は、平成10年４月１日から施行する。

【初動体制職員の業務概況】

１　初動体制職員

　　初動体制職員は、早川町災害対策本部事務局長（総務課長）により指名され、勤務時間外に発生する大規模災害に対処し、迅速かつ円滑な災害対策本部の運営を行う。

　・災害対策初動体制職員　　８人

　・総務担当職員　　　　　　４人　（各課に配置し、災害対策本部との連絡調整・各課における災害応急対策の実施に当たる。）

・情報収集担当職員　　　　４人　（総務課に配置し、気象情報の収集・被害状況等の収集・伝達・災害に関する資料の作成・整理・災害に関する一般情報の提供等を行う。）

２　非常参集の基準

　(1) 震度６弱以上の地震発生の場合、又は各種気象情報の警報が発せられたとき。

　(2) 震度６弱以上の地震発生の場合、又は災害が発生したとき、並びに本部長の配備指令があったとき。

５．早川町水防協議会条例（昭和35年９月５日条例第63号）

（趣旨）

第１条　水防法（昭和24年法律第193号）第26条第５項の規定による早川町水防協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営については、この条例の定めるところによる。

（会長の職務）

第２条　会長は、会務を整理し、協議会を代表する。

２　会長は、会議を招集しその議長となる。

３　会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

（委員の任期）

第３条　関係行政機関の職員のうちから命ぜられた委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　町長において、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。

（協議会）

第４条　協議会は、委員の３分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。

２　協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（幹事及び事務局書記）

第５条　協議会に幹事及び事務局長（１名）書記各々若干名を置き、町長が命じ又は委嘱する。２　幹事は、会長の命を受け庶務を整理する。

３　書記は、上司の命を受け庶務に従事する。

（委員の費用弁償）

第６条　委員の報酬及び費用弁償の額は、早川町の特別職等の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例（昭和31年早川町条例第８号）の定めるところによる。

（会長の定める事項）

第７条　この条例に定めるもののほか、協議会について、必要な事項は、水防法に定められた各事項を準用し、その他については会長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年９月２日から適用する。

Ⅱ．防災関連法令

１．災害対策基本法（抜粋）

（市町村地域防災計画）

第42条　市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災事業計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。

２　市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

　(1) 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱

　(2) 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の防災予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予防又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画

　(3) 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

　(4) 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と認める事項

３　市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議をしなければならない。この場合において、都道府県知事は、都道府県防災会議の意見をきかなければならない。

４　市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、その要旨を公表しなければならない。

５　第21条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。

（市町村長の出動命令等）

第58条　市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。

（市町村長の避難の指示等）

第60条　災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のため立ち退きを指示することができる。

２　前項の規定により避難のための立ち退きを勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立ち退き先を指示することができる。

３　市町村長は、第１項の規定により避難のための立ち退きを勧告し、若しくは指示し、又は立ち退き先を指示したときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

４　市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。

（警察官等の避難の指示）

第61条　前条第１項の場合において、市町村長が同項に規定する避難のための立ち退きを指示することができないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退きを指示することができる。前条第２項の規定は、この場合について準用する。

２　警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立ち退きを指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

３　前条第３項及び第４項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。

２．大規模地震対策特別措置法（抜粋）

（地震防災応急対策及びその実施責任）

第21条　地震防災応急対策は、次の事項について行うものとする。

　(1) 地震予知情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項

　(2）消防、水防その他の応急措置に関する事項

　(3) 応急の救護を要すると認められる者の救護その他保護に関する事項

　(4) 施設及び設備の整備及び点検に関する事項

　(5) 犯罪の予防、交通の規制その他当該大規模な地震により地震災害を受けるおそれのある地域における社会秩序の維持に関する事項

　(6) 緊急輸送の確保に関する事項

　(7) 地震災害が発生した場合における食糧・医薬品その他の物資の確保、清掃、防疫その他の保健衛生に関する措置その他応急措置を実施するため必要な体制の整備に関する事項

　(8) 前各号に掲げるもののほか、地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関する事

　　項

２　警戒宣言が発せられたときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により地震防災応急対策の実施の責任を有する者は、法令又は地震防災計画を定めるところにより、地震防災応急対策を実施しなければならない。

３　前項に規定する者は、地震防災応急対策を的確かつ円滑に実施するため相互に協力しなければならない。

（住民等の責務）

第22条　警戒宣言が発せられたときは、強化地域内の居住者等は、火気の使用、自動車の運行、危険な作業等の自主的制限、消火の準備その他当該地震に係る地震災害の発生の防止又は軽減を図るため必要な措置を執るとともに、市町村長、警察官、海上保安官その他の者が実施する地域防災応急対策に係る措置に協力しなければならない。

３．消防法（抜粋）

（火災発見の通報者）

第24条　火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

２　すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

（応急消火義務等）

第25条　火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。

２　前項の場合においては、火災の現場付近にある者は、前項に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

３　火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のための必要な事項につき情報の提供を求めることができる。

４．災害救助法（抜粋）

第２章　救助

第22条　都道府県知事は、救助の万全を期すため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。

第23条　救助の種類は、次の通りとする。

　(1) 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与

　(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

　(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

　(4) 医療及び助産

　(5) 災害にかかった者の救出

　(6) 災害にかかった住宅の応急修理

　(7) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与

　(8) 学用品の給与

　(9) 埋　　葬

　(10)前各号に規定するもののほか、命令で定めるもの

２　救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者（埋葬については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこれをなすことができる。

３　救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

５．警察法（抜粋）

《警察官職務執行法》

（避難等の措置）

第４条　警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼすおそれのある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受けるおそれのある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。

２　前項の規定により警察官がとった措置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。

６．自衛隊法（抜粋）

（災害派遣）

第83条　都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。

２　長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。

３　庁舎、営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊等の長は、部隊等を派遣することができる。

４　第１項の要請の手続きは、政令で定める。

（地震防災派遣）

第83条の２　長官は、大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第11条第１項に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第２項の規定による要請があった場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。

Ⅲ．その他

１．関係機関連絡先

	機関名
	郵便番号
	所在地
	電話番号

	山梨県

	総務部消防防災課
	400-0031
	甲府市丸の内1丁目６－１
	055-223-1432

	峡南地域県民センター
	400-0692
	富士川町鰍沢７７１－２
	0556-22-8165

	峡南保健福祉事務所
	〃
	〃
	0556-22-8145

	峡南林務環境事務所
	409-3606
	市川三郷町高田１１１－１
	055‐240‐4140

	峡南農務事務所
	〃
	〃
	055‐240‐4135

	峡南建設事務所
	〃
	〃
	055‐240‐4123

	〃身延管理課
	409-2531
	身延町梅平2483-30
	0556-62-9062

	自衛隊

	陸上自衛隊第1特科隊
	401-0511
	忍野村忍草3093
	0555-84-3135

	指定行政機関、指定地方行政機関

	総務省消防庁
	100-8972
	東京都千代田区霞ヶ関2-1-2
	03-5253-7527

	関東財務局甲府財務事務所
	400-0024
	甲府市北口1丁目4-10
	055-253-2261

	関東農政局山梨農政事務所
	400-0031
	甲府市丸の内３丁目5-9
	055-226-6611

	山梨森林管理事務所
	400-0021
	甲府市宮前7-7
	055-253-1336

	関東運輸局山梨運輸支局
	406-0034
	笛吹市石和町唐柏1000-9
	055-261-0880

	甲府地方気象台
	400-0035
	甲府市飯田4丁目7-29
	055-222-2347

	関東総合通信局
	100-8795
	東京都千代田区大手町2-3-2
	03-3243-8604

	鰍沢労働基準監督署
	400-0601
	富士川町鰍沢655-50
	0556-22-3181

	鰍沢公共職業安定所
	400-0601
	富士川町鰍沢1215
	0556-22-8680

	国土交通省富士川砂防事務所
	400-0027
	甲府市富士見2丁目12-16
	055-252-7156

	指定公共機関

	ＮＴＴ東日本(株)山梨支店
	400-0862
	甲府市朝気3丁目21-15
	055-237-0554

	早川郵便局
	409-2713
	早川町保62
	0556-45-2301

	峡南郵便局
	409-3244
	市川三郷町岩間928
	0556-32-3707

	七面山口郵便局
	409-2732
	早川町高住645-24
	0556-45-2001

	硯島郵便局
	409-2734
	早川町雨畑686
	0556-45-2201

	三里郵便局
	409-2703
	早川町新倉284
	0556-48-2001

	西山郵便局
	409-2702
	早川町湯島83-1
	0556-48-2501

	日本赤十字社山梨県支部
	400-0062
	甲府市池田1丁目6-1
	055-251-6711

	日本放送協会甲府放送局
	400-0035
	甲府市飯田3丁目10-20
	055-222-1313

	東京電力(株)甲府支社総務課
	400-0851
	甲府市住吉5丁目15-1
	055-270-4211

（勤務時間内）

055-241-7822

（勤務時間外）

	日本通運(株)山梨支店
	400-0031
	甲府市丸の内2丁目26-1
	055-224-4101

	指定地方公共機関

	(社)山梨県トラック協会
	406-0034
	笛吹市石和町唐柏1000-7
	055-262-5561

	(社)山梨県医師会
	400-0031
	甲府市丸の内2丁目23-11
	055-226-1611

	(社)山梨県エルピーガス協会
	400-0034
	甲府市宝1丁目22-11
	055-228-4171

	警察

	南部警察署
	400-0502
	南部町南部9335-1
	0556-64-0110

	〃本建駐在所
	409-2732
	早川町高住
	0556-45-2030

	消防機関

	峡南広域行政組合消防本部
	409-3605
	市川三郷町下大鳥居２７
	055-272-1919

	〃中部消防署
	409-2522
	身延町下山231-51
	0556-62-5119

	〃早川分駐所
	409-2704
	早川町大原野224-1
	0556-48-2119

	公共的団体
	
	
	

	峡南衛生組合
	409-2500
	身延町下田原2548
	0556-42-2207

	早川町商工会
	409-2713
	早川町保509
	0556-45-2302

	ＪＡふじかわ早川支店
	409-2713
	早川町保1236
	0556-45-2525

	早川町社会福祉協議会
	409-2714
	早川町草塩８８
	0556-45-2211

	関係市区町村
	
	
	

	東京都品川区
	140-8715
	東京都品川区広町2丁目1-36
	03-3777-1111

	市川三郷町
	409-3601
	市川三郷町市川大門1790-3
	055-272-1101

	富士川町
	400-0503
	富士川町天神中条1134
	0556-22-7201

	身延町
	409-2500
	身延町切石350
	0556-42-2111

	南部町
	409-2102
	南部町福士28505-1
	0556-66-3111


２．山梨県消防防災ヘリコプター応援協定

（目的）

第１条　この協定は、山梨県下の市町村及び消防事務に関する一部事務組合（以下「市町村等」という。）が、災害による被害を最小限に防止するため、山梨県が所有する消防防災ヘリコプター（以下「航空機」という。）の応援を求めることに関し必要な事項を定めるものとする。

（協定区域）

第２条　本協定に基づき市町村等が航空機の応援を求めることができる区域は、前条の市町村等の区域とする。

（災害の範囲）

第３条　この協定において、災害とは、消防組織法（昭和22年法律第226号）第１条に規定する災害をいう。

（応援要請）

第４条　この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「要請市町村等」という。）の長が、次のいずれかに該当し、航空機の活動を必要と判断する場合に、山梨県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする。

　(1) 災害が、隣接する市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合

　(2) 要請市町村等の消防力によっては防御が著しく困難な場合

　(3) その他救急救助活動等において航空機による活動が最も有効な場合

２　応援要請は、山梨県総務部消防防災課消防防災航空担当（以下「防災航空隊」という。）に、電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。

　(1) 災害の種別

　(2) 災害の発生場所及び災害の状況

　(3) 災害発生現場の気象状態　

　(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制

　(5) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡手段

　(6) 応援に要する資機材の品目及び数量

　(7) その他必要な事項

（防災航空隊の派遣）

第５条　知事は、前条の規定により応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認のうえ、防災航空隊を派遣するものとする。

２　前項の規定による要請に応ずることができない場合、知事は、その旨を速やかに要請市町村等の長に通報するものとする。

（航空隊の隊員の指揮）

第６条　前条第１項の規定により応援する場合において、災害現場における消防防災航空隊の隊員（以下「航空隊員」という。）の指揮は、要請市町村等の長の定める災害現場の最高責任者が行うものとする。この場合において、航空機に搭乗している運航指揮者が航空機の運航に重大な支障があると認めたときは、その旨現場の最高責任者に通告するものとする。

（消防用無線局の管理及び運用）

第７条　山梨県は、第４条に基づく応援要請の活動を行うに当たり、要請市町村等との連携を緊密にするため、航空機及び消防防災航空隊に消防用無線局を整備するものとする。

２　前項の無線局の管理及び運用については、別に定める山梨県消防防災ヘリコプターと消防機関との通信に係る無線局の管理及び運用に関する取扱基準によるものとする。

（消防活動に従事する場合の特例）

第８条　応援要請に基づき航空隊員が消防活動に従事する場合には、要請市町村等の長から航空隊員を派遣している市町村等の長に対し、山梨県常備消防相互応援協定書（昭和61年６月１日施行。以下「相互応援協定」という。）第２条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。

（経費負担）

第９条　この協定に基づく応援に要する運航経費は、山梨県が負担するものとする。

２　前項に該当する活動に従事する場合においても、応援に要する運航経費は、相互応援協定第６条の規定にかかわらず、山梨県が負担するものとする。

（その他）

第10条　この協定に定めのない事項は、山梨県及び市町村等が協議して定めるものとする。

（適用）

第11条　この協定は、平成７年４月１日から適用する。

　　　この協定の締結を証するため、本書72通を作成し、知事及び市町村等の長は、記名押印のうえ、各自それぞれ１通を所持する。

　

　平成７年３月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　甲府市丸の内1丁目６－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山梨県知事　天野　　建

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙　　各市町村長・消防管理者
３．医療救援関係資料

(１)救急医療機関

	施設名
	所在地
	電話番号
	救急病床数

	市川三郷町立病院
	西八代郡市川三郷町市川大門428-1
	055-272-3000
	３

	飯富病院
	南巨摩郡身延町飯富1628
	0556-42-2322
	5

	身延山病院
	南巨摩郡身延町梅平2483-167
	0556-62-1061
	６

	峡南病院
	南巨摩郡富士川町鰍沢1806
	0556-22-4411
	８

	社会保険鰍沢病院
	　  　  〃　　　　 　340-1
	0556-22-3135
	12


(２)血液製剤備蓄場所

	名　　称
	所在地
	電話番号

	山梨大学医学部附属病院
	中央市下河東1110
	055-273-1111

	社会保険鰍沢病院
	南巨摩郡富士川町鰍沢340-1
	0556-22-3135

	市川三郷町立病院
	西八代郡市川三郷町市川大門428-1
	055-272-3000


(３)救急医療品等保管場所

	名　　称
	所在地
	電話番号

	南巨摩郡医師会
	南巨摩郡富士川町最勝寺1276-4(小野皮膚科医院)
	0556-22-5567

	県立防災安全センター
	中央市今福991
	055-273-1048


(４)医療機器、医薬品

	名　　称
	所在地
	電話番号

	(株)五味医療器械
	甲斐市篠原1945
	055-276-5388

	マコト医科精機(株)
	中央市流通団地北5
	055-273-0333

	豊前医化(株)
	中央市乙黒107-6
	055-274-8800


(５)医療用酸素、笑気ガス取扱所

	名　　称
	所在地
	電話番号

	日東物産㈱今諏訪事業所
	南アルプス市下今諏訪423
	055-282-2141

	㈱千代田甲府営業所
	南アルプス市寺部1418-1
	055-284-2341

	(有)渡辺酸素機械店
	富士吉田市松山4-2-9
	0555-22-0548

	中村酸素㈱
	富士吉田市下吉田6127-6
	0555-23-1161


(６)感染症隔離病舎

	施設名
	所在地
	電話番号
	病床数

	社会保険鰍沢病院
	南巨摩郡富士川町鰍沢340-1
	0556-22-3135
	４


４．林野火災空中消火業務実施要綱

　林野火災に対する自衛隊等への災害派遣については、山梨県地域防災計画の定めるところによるもののほか、空中消火の実施に関しては次のとおりとする。

第１　空中消火実施の要請

１　市町村長は、林野火災が拡大し、鎮圧が困難の場合で、次の各号の一に該当すると判断したときは、空中消火について知事に要請することができる。

　(1) 気象条件等からみて延焼拡大が急速であり、かつ人命又は財産に多大の損害を生ずるおそれのある場合。

　(2) 出火後相当時間経過してなお消火する見込みがなく、かつ、地上における消火活動のみでは鎮圧が困難で多大な損害が生ずるおそれのある場合。

　(3) 地理的条件により、空中消火以外に有効な消火の手段がない場合。

２　要請にあたっては、出火日時、出火場所、火勢の状況、延焼拡大状況、消火活動の状況、今後の見通し及び使用ヘリポート等を示して文書をもって行う。

　　ただし、緊急を要する場合にあっては、電話等適宜の方法で行い、事後すみやかに文書をもって行うものとする。

３　知事は、市町村長からの要請に基づき、空中消火が必要であると判断したときは、自衛隊北富士駐とん地司令と協議のうえ、消火技術及び航空技術上実施可能な場合に限り、自衛隊に対し空中消火実施のための災害派遣要請を行うものとする。

第２　空中消火業務の実施主体

　　空中消火業務の実施は、すべて当該市町村長の責任において行うものとする。

第３　空中消火業務の終了

　　空中消火業務の終了は、知事が当該市町村長及び派遣部隊の長と協議して決定する。

第４　空中消火業務の分担

１　災害派遣を受けた市町村長は、消火薬剤の混合及び災害現地とヘリポート基地間との通信連絡等、空中消火に必要な一切の地上業務を行う。ただし、消火薬剤のヘリコプターへの懸垂及び地上とヘリコプターとの連絡業務は自衛隊が行うものとする。

２　災害派遣を受けた市町村長は、知事の指示により空中消火用機材及び消火薬剤を指定された場所に搬送しなければならない。

３　災害派遣を受けた市町村長は、空中消火業務終了後、知事の指示により直ちに使用した空中消火用機材及び使用残の消火薬剤を備蓄場所に返納しなければならない。

４　前二項の指示は、電話等適宜の方法により行う。

第５　報告

１　空中消火を実施した市町村長は、実施状況及び消火薬剤の使用量について、すみやかに別紙(1)による「空中消火実施報告書」を知事に提出しなければならない。

２　空中消火により、空中消火用機材及び消火薬剤を紛失又は、損傷したときは、空中消火を実施した市町村長は直ちに電話等によりその概要を知事に報告するとともに、すみやかに別紙(2)による「空中消火用資機材損傷等報告書」を知事に提出しなければならない。

第６　損傷等による費用弁償

１　知事は、市町村長の責に帰すべき原因による空中消火用機材及び消火薬剤の損傷等について実費の弁償を求めることができる。

第７　その他機材等の準備

１　災害派遣をうけた市町村長は、次にかかげる機材及び人員を準備するものとする。

　(1) 可搬式動力ポンプ　　　　　２台

　(2) 同ホース　　　　　　　　　必要数量

　(3) 消火薬剤の調合作業員　　　10人

　(4) ヘリポート整理要員　　　　５人

　(5) 資機材運搬車両　　　　　　必要台数

第８　消火薬剤の配合基準等

１　消火薬剤は、おおむね次の基準により配合するものとする。

　　　消火薬剤　　　　15％

　　　増 粘 剤　　　　１～２％

　　　染　　料　　　　若　干

　　　　 水　　 　　　83～84％

２　消火薬剤の１回の散布量は、おおむね700リットルとする。

第９　その他

　この要領に定めない事項については、その都度知事が定める。

附則

　この要領は、昭和48年12月20日より施行する。

別紙(1) 

空中消火実施報告書

	１. 市　町　村　名
	

	２. 出　火　日　時
	平成　　年　　月　　日　　時　　分

	３. 出　火　場　所
	

	４. 出　火　原　因
	

	５. 要　請　日　時
	平成　　年　　月　　日　　時　　分

	６. 空中消火開始
	平成　　年　　月　　日　　時　　分

	７. 同　　　終　了
	平成　　年　　月　　日　　時　　分

	９. 焼　失　面　積　　
	

	10. 同　　　内　訳
	

	11. 消火活動従事者
	　　　　　人

	12. 薬 剤 使 用 量　
	消火薬剤　　　kg

増 粘 剤　　　kg

	13. 薬剤返納数量　　　
	

	14. 散　布　回　数　　
	

	15. 散　布　方　法
	

	16. 効　　　　　果
	

	17. 市町村長の意見
	


別紙(2) 

空中消火用資機材損傷等報告書

	１. 市町村名
	

	２. 損傷等日時
	

	３. 資機材名
	

	４. 数　　　量
	

	５. 損傷等程度
	

	６. 損傷等原因
	

	７.そ　の　他
	


空中消火用資機材備蓄状況

平成２年４月１日現在

	資機材
	規　格
	数量
	備蓄場所

	消火剤
	スーパーマップル　１袋25kg入
	315袋
	山梨県立防災安全センター　　

	増粘剤
	サンローズEX-1　　１袋20kg入
	20袋
	　　　〃

	染料
	アンゼンカチロンプリリアンレッド25kg入
	１缶
	　　　〃

	水のう
	700リットル用自立式　２ｍ×1.1ｍ　130kg
	４本
	　　　〃

	混合機
	68cm×60cm　45kg
	１台
	　　　〃

	水そう
	2,400リットル用　組立式
	１基
	　　　〃


５．避難場所一覧

ア 一時避難場所

	一　時　避　難　場　所
	対　象　区　域
	世帯(戸)
	人口(人)
	組織の名称

	初鹿島公民館・学定寺
	初鹿島･夏秋･差越
	10
	11
	初鹿島区防災会

	小縄多目的集会所
	小　縄
	18
	39
	小縄区　〃

	常蔵寺･早川南小学校･南アルプスプラザ
	高　住
	45
	101
	高住区　〃

	赤沢公民館・町営駐車場
	赤　沢・赤沢新道
	40
	95
	赤沢区　〃

	交流促進センター
	薬　袋
	29
	55
	薬袋区　〃

	千須和公民館
	千須和
	17
	37
	千須和　〃

	千須和多目的集会所
	やませみ・柿島
	25
	88
	やませみ区　〃

	榑坪公民館
	榑　坪
	16
	22
	榑坪区　〃

	笹走公民館
	笹　走
	6
	10
	笹走区　〃

	塩之上公民館
	塩之上
	11
	17
	塩之上区〃

	古屋公民館
	古　屋
	6
	10
	古屋区　〃

	多目的集会所
	大　島
	28
	46
	大島区　〃

	久田子公民館
	久田子
	9
	19
	久田子区〃

	各個人の庭
	戸　屋
	10
	18
	戸川区　〃

	ヴィラ雨畑グラウンド
	馬　場
	10
	18
	馬場区　〃

	老平駐車場
	老　平
	16
	27
	老平区　〃

	正徳寺
	北　村
	19
	46
	本村区　〃

	旧本村公民館
	原　村
	26
	50
	本村区　〃

	各個人の庭
	細野・稲又
	6
	9
	細稲区　〃

	室畑公民館
	室草里・長畑
	5
	7
	室畑区　〃

	京ヶ島公民館
	京ヶ島
	21
	41
	京ヶ島区　〃

	草塩公民館
	草　塩
	32
	55
	草塩区　〃

	早川中学校庭
	保
	37
	58
	保区　〃

	〃
	白　石　
	9
	19
	白石区　〃

	黒西公民館
	西之宮
	8
	9
	西之宮区　〃

	〃
	黒　桂
	14
	25
	黒桂区　〃

	各個人の庭
	柳　島
	5
	12
	柳島区　〃

	早川公民館
	早　川
	23
	29
	早川区　〃

	早川北小学校庭
	塩　島
	13
	28
	塩島区　〃

	中州公民館
	中　州
	25
	44
	中州区　〃

	三共診療所横広場
	新　倉
	42
	81
	新倉区　〃

	茂倉公民館
	茂　倉
	24
	36
	茂倉区　〃

	大原野七面堂
	大原野
	2
	4
	大原野区　〃

	下湯島公民館
	下湯島
	28
	47
	下湯島区　〃

	湯島の湯駐車場
	上湯島
	16
	25
	上湯島区　〃

	西山温泉公民館
	温　泉
	14
	22
	温泉区　〃

	奈良田スポーツ広場
	奈良田
	34
	47
	奈良田区　〃


イ 指定避難所（指定避難場所）

	施設の名称
	対象地区名
	所在地
	屋内面積
	屋外面積
	電話番号
	想定避難者数

	早川南小学校
	本建地区
	高住574
	1,664㎡
	10,000㎡
	0556-20-5015
	301

	交流促進センター
	五箇地区
	薬袋430
	1,262㎡
	5,000㎡
	0556-45-2160
	246

	ヴィラ雨畑
	硯島地区
	雨畑699
	1,000㎡
	5,000㎡
	0556-45-2213
	272

	早川中学校
	都川地区
	保666
	2,481㎡
	20,000㎡
	0556-45-2255
	267

	早川北小学校
	三里地区
	大原野163
	2,746㎡
	6,000㎡
	0556-20-5531
	276

	湯島の湯
	西山地区
	湯島
	1,200㎡
	5,000㎡
	0556-48-2468
	176


※避難所（場所）の種別
	ア一時避難所(一時避難場所)
	一時的に避難する建物（場所）。指定避難所（指定避難場所）への避難に際し、集合する建物（場所）

	イ指定避難所(指定避難場所）
	避難者を収容し、炊き出し等を行う公共施設（地震の際はグラウンド等）


Ⅳ．災害危険箇所
１．地すべり危険箇所一覧表（国土交通省所管）

	種別
	箇所数
	箇所名

	地すべり危険箇所
	３
	小縄、塩之上、赤沢


２．急傾斜地危険区域一覧表

(1) 急傾斜地崩壊危険区域指定箇所

	指定区域名
	郡市
	町村名
	大字
	字
	元号
	指定年月日
	指定番号
	指定面積（ｈａ）
	保全戸数(戸)

	白沢
	南巨摩
	早川
	湯島
	白沢
	昭
	500911
	563
	3.08
	8

	角瀬
	南巨摩
	早川
	高住
	栃原山
	昭
	610724
	364
	1.01
	29

	大島-1
	南巨摩
	早川
	大島
	根岸
	平
	70313
	97
	1.08
	15

	早川
	南巨摩
	早川
	早川
	居村
	平
	171013
	531
	0.83
	12


平成１９年１１月３０日現在
(2) 急傾斜地崩壊危険箇所

	箇所名
	郡市
	町村
	大字
	字
	危険人家戸数
	指定区域名

	奈良田の1
	南巨摩郡
	早川町
	奈良田
	奈良田
	0
	　

	奈良田の２
	南巨摩郡
	早川町
	奈良田
	奈良田
	1
	　

	奈良田の３
	南巨摩郡
	早川町
	奈良田
	奈良田
	23
	　

	白沢
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	白沢
	2
	白沢

	清岡の1
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	清岡
	1
	　

	清岡の2
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	清岡
	3
	　

	上湯島の1
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	上湯島
	5
	　

	上湯島の2
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	上湯島
	16
	　

	上湯島の3
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	上湯島
	15
	　

	下湯島の1
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	下湯島
	36
	　

	下湯島の2
	南巨摩郡
	早川町
	湯島
	下湯島
	1
	　

	茂倉の1
	南巨摩郡
	早川町
	新倉
	茂倉
	52
	　

	茂倉の2
	南巨摩郡
	早川町
	新倉
	茂倉
	50
	　

	新倉の1
	南巨摩郡
	早川町
	新倉
	新倉
	0
	　

	新倉の2
	南巨摩郡
	早川町
	新倉
	新倉
	0
	　

	新倉の3
	南巨摩郡
	早川町
	新倉
	新倉
	38
	　

	中洲の1
	南巨摩郡
	早川町
	大原野
	中洲
	7
	　

	中洲の2
	南巨摩郡
	早川町
	中洲
	中洲
	0
	　

	大原野
	南巨摩郡
	早川町
	大原野
	大原野
	6
	　

	塩島の1
	南巨摩郡
	早川町
	大原野
	塩島
	4
	　

	塩島の2
	南巨摩郡
	早川町
	大原野
	塩島
	1
	　

	早川
	南巨摩郡
	早川町
	早川
	早川
	10
	　

	箇所名
	郡市
	町村
	大字
	字
	危険人家戸数
	指定区域名

	西之宮
	南巨摩郡
	早川町
	西之宮
	西之宮
	5
	　

	白石の1
	南巨摩郡
	早川町
	西之宮
	白石
	6
	　

	白石の2
	南巨摩郡
	早川町
	西之宮
	白石
	6
	　

	保
	南巨摩郡
	早川町
	保
	保
	29
	　

	草塩
	南巨摩郡
	早川町
	草塩
	草塩
	9
	　

	京ヶ島
	南巨摩郡
	早川町
	京ヶ島
	京ヶ島
	26
	　

	塩之上
	南巨摩郡
	早川町
	塩之上
	塩之上
	7
	　

	古屋
	南巨摩郡
	早川町
	薬袋
	古屋
	6
	　

	大島の1
	南巨摩郡
	早川町
	大島
	大島
	6
	大島の1

	大島の３
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	蕨平
	13
	　

	戸屋
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	戸屋
	2
	　

	久田子
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	久田子
	7
	　

	馬場
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	馬場
	14
	　

	老平
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	老平
	20
	　

	北村の1
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	北村
	0
	　

	雨畑の1
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	北村
	20
	　

	雨畑の2
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	原村
	28
	　

	室草里
	南巨摩郡
	早川町
	雨畑
	室草里
	6
	　

	高住の1
	南巨摩郡
	早川町
	高住
	高住
	7
	　

	薬袋
	南巨摩郡
	早川町
	薬袋
	薬袋
	46
	　

	角瀬
	南巨摩郡
	早川町
	高住
	栃原山
	22
	角瀬

	板草里
	南巨摩郡
	早川町
	高住
	板草里
	5
	　

	赤沢
	南巨摩郡
	早川町
	赤沢
	赤沢
	27
	　

	羽衣の1
	南巨摩郡
	早川町
	赤沢
	羽衣
	1
	　

	羽衣の2
	南巨摩郡
	早川町
	赤沢
	羽衣
	6
	　

	小縄
	南巨摩郡
	早川町
	小縄
	小縄
	22
	　

	柿島
	南巨摩郡
	早川町
	千須和
	柿島
	11
	　

	千須和
	南巨摩郡
	早川町
	千須和
	千須和
	14
	　

	榑坪の1
	南巨摩郡
	早川町
	榑坪
	榑坪
	5
	　

	榑坪の2
	南巨摩郡
	早川町
	榑坪
	榑坪
	8
	　

	初鹿島の1
	南巨摩郡
	早川町
	初鹿島
	初鹿島
	3
	　

	初鹿島の2
	南巨摩郡
	早川町
	初鹿島
	初鹿島
	5
	　

	山吹
	南巨摩郡
	早川町
	榑坪
	山吹
	2
	　

	夏秋
	南巨摩郡
	早川町
	初鹿島
	夏秋
	8
	　

	大島の2
	南巨摩郡
	早川町
	大島
	大島
	10
	大島の1


平成１９年３月３１日現在

３．土石流危険渓流一覧表

	幹川名
	渓流名
	市町村
	字
	人家戸数
	公共施設数
	公共建物
	備考

	早川
	初鹿島川
	早川町
	初鹿島
	8
	2
	寺院
	直轄区域

	早川
	雨畑沢
	早川町
	雨畑
	5
	1
	公民館
	直轄区域

	早川
	保川
	早川町
	保
	3
	1
	　
	直轄区域

	早川
	下西之宮沢
	早川町
	西之宮
	5
	1
	　
	直轄区域

	早川
	十二神沢
	早川町
	西之宮
	12
	2
	　
	直轄区域

	早川
	下黒桂沢
	早川町
	西之宮
	14
	2
	　
	直轄区域

	早川
	黒桂沢
	早川町
	西之宮
	14
	2
	　
	直轄区域

	早川
	濁沢
	早川町
	広河原
	0
	1
	発電所
	直轄区域

	早川
	南別当沢
	早川町
	上湯島
	5
	1
	児童福祉施設
	直轄区域

	早川
	別当沢
	早川町
	上湯島
	8
	1
	公民館
	直轄区域

	早川
	南上湯島沢
	早川町
	上湯島
	7
	0
	　
	直轄区域

	早川
	奈良田沢
	早川町
	奈良田
	0
	1
	宿泊施設
	直轄区域

	早川
	湯川
	早川町
	清岡
	1
	5
	宿泊施設
	直轄区域

	早川
	涸沢
	早川町
	下湯島
	14
	1
	公民館
	直轄区域

	早川
	茂倉沢
	早川町
	茂倉
	7
	0
	　
	直轄区域

	早川
	上中洲沢
	早川町
	中州
	6
	0
	　
	直轄区域

	早川
	中洲沢
	早川町
	中州
	1
	1
	宿泊施設
	直轄区域

	早川
	大原野沢
	早川町
	中州
	2
	2
	宿泊施設
	直轄区域

	早川
	新宮川
	早川町
	塩島
	2
	1
	公民館
	直轄区域

	早川
	千須和沢
	早川町
	千須和
	11
	1
	公民館
	直轄区域

	早川
	榑坪沢
	早川町
	榑坪
	6
	2
	公民館
	直轄区域


平成１９年３月３１日現在

４．山地災害危険地一覧表

(1) 崩壊土砂流出危険地区一覧表

	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	地すべり防止区域指定
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	面積(ha) 
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路を除く
	道路

	№1
	早川町
	西山、鰍山
	有
	無
	無
	有
	1.35
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№2
	早川町
	西山、鰍山
	有
	無
	無
	有
	2.70
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№3
	早川町
	西山、鰍山
	有
	無
	無
	有
	6.30
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№4
	早川町
	西山、造礼溝
	有
	無
	無
	有
	1.08
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№5
	早川町
	西山
	無
	無
	無
	有
	1.08
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№6
	早川町
	奈良田
	無
	無
	無
	有
	2.10
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№7
	早川町
	奈良田、居村
	無
	無
	無
	有
	1.44
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№8
	早川町
	下河原、下河原
	有
	無
	無
	有
	0.72
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№9
	早川町
	下ノ草里
	無
	無
	無
	有
	0.48
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№10
	早川町
	奈良田、下島
	無
	無
	無
	有
	0.48
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№11
	早川町
	道ヶ島、道ヶ島
	有
	無
	無
	有
	0.42
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№12
	早川町
	湯原、梅原
	無
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	20
	　
	　
	1
	県道

	№13
	早川町
	上湯島、小梅沢
	有
	無
	無
	有
	0.72
	一部概成
	　
	15
	　
	　
	　
	市町村

	№14
	早川町
	湯島、南の上
	無
	無
	有
	有
	1.50
	無
	　
	　
	　
	　
	1
	県道

	№15
	早川町
	上ノ湯島下、南の上
	無
	無
	無
	有
	0.63
	未成
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№16
	早川町
	上ノ湯島、行司山
	無
	無
	無
	有
	3.15
	無
	　
	10
	　
	　
	　
	県道

	№17
	早川町
	湯島、行司山
	無
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	15
	　
	　
	1
	無

	№18
	早川町
	青崖、青崖
	無
	無
	無
	有
	1.50
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№19
	早川町
	青崖、青崖
	無
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№20
	早川町
	新倉、小之島
	無
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№21
	早川町
	新倉、小之島
	無
	無
	無
	有
	0.30
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№22
	早川町
	湯島、行司山
	有
	無
	有
	有
	1.50
	無
	　
	10
	　
	　
	　
	県道

	№23
	早川町
	下湯島、行司山
	無
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	15
	　
	　
	　
	県道

	№24
	早川町
	三里、大原野下
	無
	無
	無
	有
	0.42
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№25
	早川町
	三里、軽川平
	無
	無
	無
	有
	0.24
	無
	　
	41
	　
	　
	1
	県道


	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	地すべり防止区域指定
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	面積(ha) 
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路を除く
	道路

	№26
	早川町
	三里、宇無志
	有
	無
	無
	無
	0.90
	未成
	　
	41
	　
	　
	1
	県道

	№27
	早川町
	三里、宇無志
	有
	無
	無
	有
	0.60
	未成
	　
	41
	　
	　
	1
	県道

	№28
	早川町
	三里、南山
	有
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№29
	早川町
	三里、南山
	無
	無
	無
	無
	0.30
	未成
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№30
	早川町
	三里、南山
	有
	無
	無
	有
	0.72
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№31
	早川町
	三里、南山
	有
	無
	無
	有
	0.72
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№32
	早川町
	京ヶ島、新居
	無
	無
	無
	有
	1.20
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	市町村

	№33
	早川町
	京ヶ島、新居
	無
	無
	無
	有
	1.20
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№34
	早川町
	京ヶ島、古次古
	無
	無
	無
	有
	0.15
	無
	50
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№35
	早川町
	京ヶ島、古次古
	無
	無
	無
	有
	1.44
	未成
	　
	5
	　
	　
	　
	無

	№36
	早川町
	西山、世良の前
	有
	無
	無
	有
	1.80
	未成
	50
	　
	　
	　
	　
	県道

	№37
	早川町
	西山、西山
	無
	無
	無
	有
	0.42
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№38
	早川町
	西山、西山
	無
	無
	無
	有
	0.18
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№39
	早川町
	西山、西山
	有
	無
	無
	有
	1.80
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№40
	早川町
	西山、西山
	有
	無
	無
	有
	1.20
	未成
	　
	15
	　
	　
	　
	県道

	№41
	早川町
	西山、西山
	有
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	県道

	№42
	早川町
	西山、西山
	有
	無
	無
	有
	1.20
	未成
	　
	20
	　
	　
	　
	県道

	№43
	早川町
	細野、細野
	無
	無
	無
	有
	1.44
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	無

	№44
	早川町
	細野、細野
	無
	無
	無
	有
	0.72
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	無

	№45
	早川町
	保、肩背
	有
	無
	無
	有
	2.25
	未成
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№46
	早川町
	保、肩背
	有
	無
	無
	有
	1.80
	未成
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№47
	早川町
	保
	有
	無
	無
	有
	2.70
	一部概成
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№48
	早川町
	大双里
	有
	無
	無
	有
	3.00
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№49
	早川町
	大双里
	有
	無
	無
	有
	1.80
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№50
	早川町
	草塩、大上草里
	無
	無
	無
	有
	0.75
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№51
	早川町
	京ヶ島、大上双里
	有
	無
	無
	有
	1.44
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№52
	早川町
	雨畑、神南小路
	無
	無
	無
	有
	0.48
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	県道


	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	地すべり防止区域指定
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	面積(ha)
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路を除く
	道路

	№53
	早川町
	雨畑、於伊勢
	有
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№54
	早川町
	雨畑、立石
	有
	無
	無
	有
	0.15
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№55
	早川町
	雨畑、立石
	有
	無
	無
	有
	0.45
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№56
	早川町
	雨畑、戸屋
	無
	無
	無
	有
	0.15
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№57
	早川町
	雨畑、戸屋
	有
	無
	無
	有
	0.75
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№58
	早川町
	雨畑、大久保
	有
	無
	無
	有
	3.00
	一部概成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№59
	早川町
	雨畑、大久保
	有
	無
	無
	有
	0.72
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№60
	早川町
	本村、上中村
	有
	無
	無
	有
	0.48
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	無

	№61
	早川町
	雨畑、細野
	有
	無
	無
	有
	2.25
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	無

	№62
	早川町
	雨畑、樽沢
	無
	無
	無
	有
	0.30
	未成
	　
	　
	5
	　
	　
	無

	№63
	早川町
	雨畑、老平
	無
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№64
	早川町
	雨畑、老平
	有
	無
	無
	有
	1.95
	無
	　
	　
	　
	2
	　
	その他

	№65
	早川町
	雨畑、老平
	無
	無
	無
	有
	0.15
	無
	　
	　
	　
	2
	　
	無

	№66
	早川町
	雨畑、細野
	有
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	無

	№67
	早川町
	雨畑、細野
	無
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	無

	№68
	早川町
	稲又、稲又
	有
	無
	無
	有
	2.70
	未成
	　
	15
	　
	　
	　
	無

	№69
	早川町
	室草里、室草里
	無
	無
	無
	有
	0.72
	無
	　
	10
	　
	　
	　
	無

	№70
	早川町
	雨畑、雨畑
	有
	無
	無
	有
	0.45
	未成
	　
	15
	　
	　
	　
	無

	№71
	早川町
	雨畑、雨畑
	無
	無
	無
	有
	1.05
	未成
	　
	10
	　
	　
	　
	県道

	№72
	早川町
	久田子、久田子
	有
	無
	無
	有
	6.60
	無
	　
	15
	　
	　
	　
	県道

	№73
	早川町
	雨畑、室草里
	有
	無
	無
	有
	3.60
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№74
	早川町
	雨畑、室草里
	有
	無
	無
	有
	2.10
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№75
	早川町
	雨畑、長畑
	無
	無
	無
	有
	0.90
	未成
	　
	　
	6
	　
	　
	無

	№76
	早川町
	久田子、久田子
	有
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№77
	早川町
	播磨沢、播磨沢
	有
	無
	無
	有
	4.50
	未成
	　
	15
	　
	　
	　
	市町村

	№78
	早川町
	播磨沢、播磨沢
	有
	無
	無
	有
	11.70
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№79
	早川町
	播磨沢、播磨沢
	有
	無
	無
	有
	2.70
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村


	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	地すべり防止区域指定
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	面積(ha) 
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路を除く
	道路

	№80
	早川町
	播磨沢、播磨沢
	有
	無
	無
	有
	2.70
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№81
	早川町
	薬袋、大平
	有
	無
	無
	有
	1.20
	未成
	50
	　
	　
	　
	2
	市町村

	№82
	早川町
	切川、切川
	有
	無
	無
	有
	0.24
	未成
	　
	　
	5
	　
	　
	市町村

	№83
	早川町
	栗尾、切川
	有
	無
	無
	有
	0.54
	未成
	50
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№84
	早川町
	栗尾、栗尾
	無
	無
	無
	有
	0.48
	未成
	50
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№85
	早川町
	千須和、千須和
	有
	無
	無
	有
	1.20
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	市町村

	№86
	早川町
	千須和、千須和
	有
	無
	無
	有
	0.36
	未成
	　
	20
	　
	　
	　
	市町村

	№87
	早川町
	成尾、成尾
	無
	無
	無
	有
	0.72
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№88
	早川町
	成尾、成尾
	無
	無
	無
	有
	0.36
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№89
	早川町
	床の山、樽坪
	有
	無
	無
	有
	2.25
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№90
	早川町
	床の山、樽坪
	有
	無
	無
	有
	0.90
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№91
	早川町
	樽坪、向林
	無
	無
	無
	有
	0.72
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	市町村

	№92
	早川町
	樽坪、向林
	無
	無
	無
	有
	0.96
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	市町村

	№93
	早川町
	笹走、笹走
	有
	無
	無
	有
	0.45
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№94
	早川町
	引切、引切
	有
	無
	無
	有
	1.80
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№95
	早川町
	引切、引切
	有
	無
	無
	有
	0.36
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№96
	早川町
	赤沢、赤沢
	有
	無
	無
	有
	0.90
	一部概成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№97
	早川町
	赤沢、水尾
	有
	無
	無
	有
	11.60
	無
	　
	10
	　
	　
	　
	市町村

	№98
	早川町
	板草里、板草里
	無
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№99
	早川町
	切川坂、切川坂
	有
	無
	無
	有
	1.65
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	県道

	№100
	早川町
	切川坂、切川坂
	有
	無
	無
	有
	0.42
	無
	　
	　
	5
	　
	　
	県道

	№101
	早川町
	宮坂、宮坂
	有
	無
	無
	有
	0.24
	無
	　
	30
	　
	　
	1
	県道

	№102
	早川町
	宮坂、宮坂
	有
	無
	無
	有
	0.96
	無
	　
	30
	　
	　
	1
	市町村

	№103
	早川町
	切川坂、切川坂
	有
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	15
	　
	　
	　
	市町村

	№104
	早川町
	切川坂、切川坂
	有
	無
	無
	有
	0.63
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№105
	早川町
	小縄、小縄
	無
	無
	無
	有
	0.54
	未成
	　
	　
	5
	　
	　
	県道

	№106
	早川町
	小縄、大垣外
	有
	無
	無
	有
	11.50
	未成
	　
	38
	　
	　
	　
	県道


	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	地すべり防止区域指定
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	面積(ha) 
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路を除く
	道路

	№107
	早川町
	初鹿島、初鹿島
	無
	無
	無
	有
	2.78
	無
	　
	20
	　
	　
	　
	県道

	№108
	早川町
	初鹿島、初鹿島
	有
	無
	無
	有
	0.48
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№109
	早川町
	大久保、大久保
	無
	無
	無
	有
	0.45
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№110
	早川町
	大久保、大久保
	無
	無
	無
	有
	0.60
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№111
	早川町
	夏秋、夏秋
	無
	無
	無
	有
	0.90
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	その他

	№112
	早川町
	夏秋、夏秋
	無
	無
	無
	有
	0.40
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	その他

	№113
	早川町
	夏秋、夏秋
	有
	無
	無
	有
	0.60
	無
	　
	30
	　
	　
	　
	無

	№114
	早川町
	夏秋、夏秋
	有
	無
	無
	有
	5.10
	未成
	　
	30
	　
	　
	　
	その他

	№115
	早川町
	夏秋、差越
	無
	無
	無
	有
	2.40
	無
	　
	　
	　
	4
	　
	無

	№116
	早川町
	保与作
	無
	無
	無
	有
	1.43
	無
	　
	27
	　
	　
	　
	市町村

	№117
	早川町
	奈良田、北湯川
	有
	無
	無
	有
	0.30
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	林道

	№118
	早川町
	西山温泉
	無
	無
	有
	無
	0.90
	無
	　
	19
	　
	　
	1
	県道

	№119
	早川町
	雨畑川本流
	有
	無
	無
	有
	5.10
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	林道

	№120
	早川町
	赤沢、水尾
	有
	無
	無
	有
	0.15
	概成
	　
	10
	　
	　
	　
	市町村

	№121
	早川町
	赤沢、坂畑
	有
	無
	無
	有
	0.42
	未成
	　
	10
	　
	　
	　
	林道

	№122
	早川町
	西ノ宮、西山
	有
	無
	無
	有
	0.30
	未成
	　
	　
	　
	2
	　
	町道

	№123
	早川町
	京ヶ島、播磨沢
	無
	無
	無
	無
	0.22
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	林道

	№124
	早川町
	播磨沢
	有
	無
	有
	有
	1.40
	未成
	　
	26
	　
	　
	1
	町道、林道

	№125
	早川町
	榑坪
	有
	無
	無
	無
	0.75
	未成
	　
	12
	　
	　
	1
	県道、町道

	№126
	早川町
	初鹿島、差越
	無
	無
	無
	有
	1.20
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	町道


平成１９年３月３１日
(2) 山腹崩壊危険地区一覧表

	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	調査地区
	危険地区85点以上メッシュ
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路

を

除

く
	道路

	№1
	早川町
	奈良田、清岡
	有
	無
	無
	34
	34
	無
	　
	　
	8
	　
	　
	県道

	№2
	早川町
	奈良田、寺子屋
	有
	無
	無
	10
	10
	一部概成
	　
	　
	5
	　
	　
	県道

	№3
	早川町
	奈良田、日影草里
	無
	無
	有
	6
	6
	未成
	　
	　
	　
	2
	　
	県道

	№4
	早川町
	西山、白沢
	無
	無
	無
	15
	14
	無
	　
	　
	8
	　
	　
	県道

	№5
	早川町
	上湯島、楳平
	無
	無
	有
	1
	1
	無
	　
	　
	　
	1
	　
	県道

	№6
	早川町
	上湯島、南ノ上
	無
	無
	無
	8
	8
	無
	　
	20
	　
	　
	　
	県道

	№7
	早川町
	上湯島、上湯島下
	無
	無
	無
	11
	11
	無
	　
	　
	　
	3
	1
	県道

	№8
	早川町
	下湯島、下湯島
	無
	無
	無
	4
	4
	無
	　
	　
	　
	6
	　
	市町村

	№9
	早川町
	新倉、山向
	有
	無
	無
	5
	5
	一部概成
	　
	　
	　
	4
	　
	県道

	№10
	早川町
	新倉、山向
	無
	無
	有
	5
	5
	無
	　
	　
	　
	4
	　
	県道

	№11
	早川町
	茂倉、外向
	有
	無
	無
	4
	4
	概成
	　
	15
	　
	　
	1
	市町村

	№12
	早川町
	茂倉、外向
	有
	無
	有
	8
	8
	未成
	　
	15
	　
	　
	1
	市町村

	№13
	早川町
	茂倉、ナツウ堀
	有
	無
	無
	4
	4
	無
	　
	27
	　
	　
	　
	市町村

	№14
	早川町
	茂倉、ナツウ堀
	無
	無
	有
	6
	6
	無
	　
	27
	　
	　
	　
	市町村

	№15
	早川町
	都川、肩背
	無
	無
	無
	12
	12
	無
	　
	　
	7
	　
	1
	県道

	№16
	早川町
	草塩、京ヶ島
	無
	無
	無
	11
	11
	無
	　
	28
	　
	　
	　
	市町村

	№17
	早川町
	薬袋、中島
	無
	無
	無
	2
	2
	無
	　
	　
	　
	　
	3
	市町村

	№18
	早川町
	塩ノ上、京ヶ島
	無
	無
	無
	11
	11
	無
	　
	34
	　
	　
	　
	市町村

	№19
	早川町
	塩ノ上、播磨沢
	有
	無
	無
	5
	3
	無
	　
	16
	　
	　
	　
	市町村

	№20
	早川町
	塩ノ上、播磨沢
	無
	無
	有
	11
	11
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№21
	早川町
	薬袋、太平
	有
	無
	無
	1
	1
	無
	　
	　
	　
	　
	4
	市町村

	№22
	早川町
	柳島、大上双里
	無
	無
	有
	1
	1
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№23
	早川町
	西畑、鳥屋
	有
	無
	無
	4
	4
	一部概成
	　
	　
	5
	　
	　
	市町村

	№24
	早川町
	西畑、鳥屋
	有
	無
	無
	1
	1
	概成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№25
	早川町
	西畑、下見原
	無
	無
	無
	6
	6
	無
	　
	　
	6
	　
	　
	県道


	番号
	市町村
	大字、字
	保安林等
	他の法令等の指定
	荒廃状況
	調査地区
	危険地区85点以上メッシュ
	治山事業進歩状況
	人家50戸以上
	人家49～10戸
	人家9～5戸
	人家4戸以下
	公共施設道路

を

除

く
	道路

	№26
	早川町
	西畑、大久保山
	無
	無
	無
	2
	2
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№27
	早川町
	西畑、馬場
	無
	無
	無
	3
	3
	無
	　
	23
	　
	　
	1
	県道

	№28
	早川町
	西畑、細野
	無
	無
	無
	2
	2
	無
	　
	　
	　
	3
	　
	林道

	№29
	早川町
	角瀬、栃原山
	有
	無
	有
	14
	14
	一部概成
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№30
	早川町
	角瀬、栃原山
	有
	無
	有
	12
	12
	概成
	　
	30
	　
	　
	　
	県道

	№31
	早川町
	赤沢、赤沢
	無
	無
	有
	2
	2
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№32
	早川町
	赤沢、赤沢
	無
	無
	無
	2
	2
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№33
	早川町
	小縄、大垣外
	有
	無
	無
	6
	6
	概成
	　
	22
	　
	　
	　
	県道

	№34
	早川町
	初鹿島、思房
	無
	無
	無
	5
	5
	未成
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№35
	早川町
	榑平、天神沢
	無
	無
	無
	7
	7
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№36
	早川町
	笹走、引切
	有
	無
	無
	2
	2
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	市町村

	№37
	早川町
	うっこし
	無
	無
	有
	9
	9
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	林道

	№38
	早川町
	奈良田、三ツ滝山
	有
	無
	無
	7
	7
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№39
	早川町
	湯島、上ノ山
	無
	無
	無
	10
	10
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№40
	早川町
	湯島、沼
	有
	無
	無
	13
	13
	無
	　
	　
	　
	　
	　
	県道

	№41
	早川町
	新倉、西草里道上
	無
	無
	有
	19
	18
	無
	　
	　
	　
	　
	1
	県道

	№42
	早川町
	尾畑、上柳島
	無
	無
	有
	5
	5
	概成
	　
	　
	　
	4
	　
	町道

	№43
	早川町
	新倉、胡桃沢
	無
	無
	有
	3
	3
	無
	　
	　
	　
	4
	　
	町道


５．雪崩危険箇所表

	カウント
	種別
	箇所番号
	箇所名
	市町村名
	大字
	字
	人家戸数
	収容可能戸数を含めた人家戸 数
	ランク

	１
	Ｉ
	13
	奈良田の１
	早川町
	奈良田
	
	31
	31
	Ｄ

	２
	Ｉ
	14
	奈良田の２
	早川町
	奈良田
	
	31
	31
	Ｄ

	３
	Ｉ
	15
	開運の１
	早川町
	湯島
	白沢
	２
	２
	Ｄ

	４
	Ｉ
	16
	開運の２
	早川町
	湯島
	白沢
	２
	２
	Ｄ

	５
	Ｉ
	17
	西山温泉の１
	早川町
	湯島
	清岡
	２
	２
	Ｄ

	６
	Ｉ
	18
	西山温泉の２
	早川町
	湯島
	清岡
	３
	３
	Ｄ

	７
	Ｉ
	19
	上湯島の１
	早川町
	湯島
	上湯島
	35
	35
	Ｄ

	８
	Ｉ
	20
	上湯島の２
	早川町
	湯島
	上湯島
	38
	38
	Ｄ

	９
	Ｉ
	21
	下湯島の１
	早川町
	湯島
	下湯島
	47
	47
	Ｄ

	10
	Ｉ
	22
	下湯島の２
	早川町
	湯島
	下湯島
	47
	47
	Ｄ

	11
	Ｉ
	23
	新倉の１
	早川町
	新倉
	新倉
	92
	92
	Ｄ

	12
	Ｉ
	24
	新倉の２
	早川町
	新倉
	新倉
	91
	91
	Ｄ

	13
	Ｉ
	25
	茂倉
	早川町
	新倉
	新倉
	69
	69
	Ｄ

	14
	Ｉ
	26
	大原野
	早川町
	大原野
	大原野
	12
	12
	Ｄ

	15
	Ｉ
	27
	塩島の１
	早川町
	大原野
	塩島
	19
	19
	Ｄ

	16
	Ｉ
	28
	中州
	早川町
	大原野
	中州
	51
	51
	Ｄ

	17
	Ｉ
	29
	早川の１
	早川町
	早川
	
	48
	48
	Ｄ

	18
	Ｉ
	30
	黒桂西之宮
	早川町
	黒桂
	
	50
	50
	Ｄ

	19
	Ｉ
	31
	白石
	早川町
	西之宮
	白石
	17
	17
	Ｄ

	20
	Ｉ
	32
	保の１
	早川町
	保
	
	79
	79
	Ｄ

	21
	Ｉ
	33
	草塩
	早川町
	草塩
	
	80
	80
	Ｄ

	22
	Ｉ
	34
	大久保
	早川町
	塩ノ上
	大久保
	12
	12
	Ｄ

	23
	Ｉ
	35
	塩ノ上
	早川町
	塩ノ上
	
	9
	21
	Ｄ

	24
	Ｉ
	36
	笹走
	早川町
	笹走
	
	8
	8
	Ｄ

	25
	Ｉ
	37
	古屋
	早川町
	薬袋
	古屋
	17
	17
	Ｄ

	26
	Ｉ
	38
	千須和の１
	早川町
	千須和
	
	22
	22
	Ｄ

	27
	Ｉ
	39
	樽坪の１
	早川町
	樽坪
	
	27
	27
	Ｄ

	28
	Ｉ
	40
	山吹
	早川町
	樽坪
	山吹
	３
	３
	Ｄ

	29
	Ｉ
	41
	薬袋の１
	早川町
	薬袋
	
	52
	52
	Ｄ

	30
	Ｉ
	42
	千須和の２
	早川町
	千須和
	
	14
	14
	Ｄ

	カウント
	種別
	箇所番号
	箇所名
	市町村名
	大字
	字
	人家戸数
	収容可能戸数を含めた人家戸 数
	ランク

	31
	Ｉ
	43
	老平
	早川町
	雨畑
	老平
	29
	29
	Ｄ

	32
	Ｉ
	44
	馬場
	早川町
	雨畑
	馬場
	19
	19
	Ｄ

	33
	Ｉ
	45
	雨畑
	早川町
	雨畑
	雨畑
	67
	67
	Ｄ

	34
	Ｉ
	46
	室草里
	早川町
	雨畑
	室草里
	9
	9
	Ｄ

	35
	Ｉ
	47
	久田子
	早川町
	雨畑
	久田子
	14
	14
	Ｄ

	36
	Ｉ
	48
	高住
	早川町
	高住
	
	6
	6
	Ｄ

	37
	Ｉ
	49
	上大島の１
	早川町
	大島
	上大島
	15
	16
	Ｄ

	38
	Ｉ
	50
	角瀬の１
	早川町
	高住
	角瀬
	9
	9
	Ｄ

	39
	Ｉ
	51
	角瀬の２
	早川町
	高住
	角瀬
	46
	46
	Ｄ

	40
	Ｉ
	52
	羽衣の１
	早川町
	赤沢
	新道
	8
	8
	Ｄ

	41
	Ｉ
	53
	赤沢
	早川町
	赤沢
	赤沢
	36
	36
	Ｄ

	42
	Ｉ
	54
	小縄
	早川町
	小縄
	
	28
	28
	Ｄ

	43
	Ｉ
	55
	初鹿島
	早川町
	初鹿島
	初鹿島
	13
	13
	Ｄ

	44
	Ｉ
	67
	開運の３
	早川町
	奈良田
	
	
	
	Ｄ

	45
	Ｉ
	68
	開運の４
	早川町
	奈良田
	
	18
	18
	Ｄ

	46
	Ｉ
	69
	奈良田湖
	早川町
	奈良田
	
	
	
	Ｄ

	47
	Ｉ
	70
	清岡
	早川町
	湯島
	清岡
	２
	２
	Ｄ

	48
	Ｉ
	71
	広河原
	早川町
	新倉
	広河原
	
	
	Ｄ

	49
	Ｉ
	72
	新倉の３
	早川町
	新倉
	新倉
	１
	１
	Ｄ

	50
	Ｉ
	73
	新倉の４
	早川町
	新倉
	新倉
	１
	１
	Ｄ

	51
	Ｉ
	74
	新倉の５
	早川町
	新倉
	新倉
	20
	20
	Ｄ

	52
	Ｉ
	75
	塩島の２
	早川町
	大原野
	塩島
	11
	11
	Ｄ

	53
	Ｉ
	76
	保の２
	早川町
	保
	
	９
	９
	Ｄ

	54
	Ｉ
	77
	羽衣の２
	早川町
	赤沢
	新道
	11
	11
	Ｄ

	55
	Ｉ
	78
	白糸滝
	早川町
	赤沢
	新道
	３
	３
	Ｄ

	56
	Ｉ
	79
	角瀬の３
	早川町
	高住
	角瀬
	８
	８
	Ｄ

	57
	Ｉ
	80
	板草里
	早川町
	高住
	板草里
	８
	８
	Ｄ

	58
	Ｉ
	81
	上大島の２
	早川町
	大島
	上大島
	19
	19
	Ｄ

	59
	Ｉ
	82
	戸川の１
	早川町
	雨畑
	戸川
	５
	５
	Ｄ

	60
	Ｉ
	83
	戸川の２
	早川町
	雨畑
	戸川
	７
	７
	Ｄ

	カウント
	種別
	箇所番号
	箇所名
	市町村名
	大字
	字
	人家戸数
	収容可能戸数を含めた人家戸 数
	ランク

	61
	Ｉ
	84
	原村
	早川町
	雨畑
	原村
	８
	６
	Ｄ

	62
	Ｉ
	85
	吉沢
	早川町
	雨畑
	吉沢
	
	
	Ｄ

	63
	Ｉ
	86
	長畑
	早川町
	雨畑
	長畑
	４
	４
	Ｄ

	64
	Ｉ
	87
	西山温泉の３
	早川町
	湯島
	清岡
	
	
	Ｄ

	65
	Ⅱ
	３
	西山温泉の４
	早川町
	湯島
	清岡
	１
	１
	Ｄ

	66
	Ⅱ
	４
	岩屋神社
	早川町
	湯島
	上湯島
	１
	１
	Ｄ

	67
	Ⅱ
	５
	早川の２
	早川町
	早川
	
	２
	２
	Ｃ

	68
	Ⅱ
	６
	八幡大神
	早川町
	京ヶ島
	
	４
	４
	Ｄ

	69
	Ⅱ
	７
	下柳島
	早川町
	保
	下柳島
	４
	４
	Ｄ

	70
	Ⅱ
	８
	上柳島
	早川町
	保
	上柳島
	２
	２
	Ｄ

	71
	Ⅱ
	９
	柳島
	早川町
	大島
	神南
	２
	２
	Ｄ

	72
	Ⅱ
	10
	七面大明神
	早川町
	樽坪
	
	１
	１
	Ｄ

	73
	Ⅱ
	11
	高住
	早川町
	高住
	高住
	４
	４
	Ｄ

	74
	Ⅱ
	12
	中ノ島
	早川町
	薬袋
	中ノ島
	２
	２
	Ｄ

	75
	Ⅱ
	13
	下見原
	早川町
	雨畑
	下見原
	２
	２
	Ｄ

	76
	Ⅱ
	14
	細野の１
	早川町
	雨畑
	細野
	３
	３
	Ｄ

	77
	Ⅱ
	15
	細野の２
	早川町
	雨畑
	細野
	１
	１
	Ｄ

	78
	Ⅱ
	16
	稲又の１
	早川町
	雨畑
	稲又
	４
	４
	Ｄ

	79
	Ⅱ
	17
	稲又の２
	早川町
	雨畑
	稲又
	４
	４
	Ｄ

	80
	Ⅱ
	18
	室草里
	早川町
	雨畑
	室草里
	２
	２
	Ｄ


６．重要水防区域一覧表

	河　川　名
	大　字
	字
	左右
	延　長
	階級
	種　別
	注意を要する理由
	水　防　倉　庫

	
	
	
	岸別
	（ｍ）
	
	
	
	

	早川
	初鹿島
	　天神沢上下流
	　
	　
	　
	　
	　
	早川町

	
	
	
	右
	100
	ｂ
	堤防強度
	堤防高不足
	第１水防倉庫

	春木川
	高住
	　部落下
	左
	100
	ｂ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	濃田川
	薬袋
	　濃田川橋上流
	　
	　
	　
	　
	　
	〃

	
	
	
	右
	150
	ｂ
	〃
	〃
	

	早川
	〃
	　古屋太田橋上流
	左
	100
	ｂ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	〃
	大島
	　下大島中之島橋上下
	　
	　
	　
	　
	　
	〃

	
	
	
	右
	30
	ｂ
	〃
	〃
	

	〃
	薬袋
	　中之島橋上下
	左
	100
	ａ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	雨畑川
	大島
	　上大島部落下
	左
	50
	ａ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	保川
	西之宮
	　白石万年橋上下
	左
	85
	ａ
	〃
	〃
	早川町

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	第２水防倉庫

	早川
	早川
	　前河原先
	左
	100
	ａ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	〃
	新倉
	　前河原
	左
	100
	ｂ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	

	湯川
	湯島
	　湯川橋上下
	左
	50
	ａ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	右
	50
	ａ
	〃
	〃
	

	早川
	奈良田
	　部落下
	左
	100
	ａ
	〃
	〃
	〃

	
	
	
	　
	　
	　
	
	
	


Ⅴ．様式その他

１．山梨県水道災害危機管理マニュアル（様式）
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２．被災建築物　応急危険度判定フロー
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３．被災宅地判定フロー
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